
 

令和８年度第１回川崎市地域自立支援協議会全体会議 
次 第  

 
日   時：令和８年５月２２日（金）1４時００分〜1６時３０分 
開 催 方 法：対面 
会   場：川崎市役所本庁舎 ２０３，２０４会議室 

 
開会 
委員・事務局紹介 
 
 
議事 
【協議事項】 
 １ 第６次かわさきノーマライゼーションプラン策定に向けた意見提出について 
 
 ２ 障害者相談支援体制に関する検討経過について 
 
 
その他 
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【配布資料】 
 
委員名簿・事務局名簿 
座席表 
 
資料１―１ 地域自立支援協議会の法律上の位置付け 
資料１−２ 第６次かわさきノーマライゼーションプラン策定に向けた意見提出について 
資料２   障害者相談支援体制に関する検討・経過報告 
 
参考資料  第５次かわさきノーマライゼーションプラン改定に向けた意見提出について 
      第５次かわさきノーマライゼーションプラン（協議会部分抜粋） 

川崎市地域自立支援協議会設置要綱 
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川崎市地域自立支援協議会全体会議 委員名簿 

（任期：令和７年５月１日～令和９年４月３０日 ２年間） 

 

                                             （敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 所 属 氏 名 出 欠 

1 
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 
川崎市あんしんセンター 成年後見支援センター  

堀内 剛 

 

出席 

2 北部リハビリテーションセンター 館長 浦 雄司 

 

出席 

3 
社会福祉法人 川崎聖風福祉会  
かわさき地域生活支援拠点たじま 施設長  

江良 泰成 

 

出席 

 

4 木下・大石法律事務所 大石 剛一郎 

 

出席 

 

5 社会福祉法人アピエ 地域生活支援センターオリオン 大窪 俊雄 

 

出席 

6 川崎市育成会手をむすぶ親の会 会長 加藤 敦子 

 

出席 

7 夢見ヶ崎地域包括支援センター センター長 川田 歩 

 

出席 

8 
特定非営利活動法人川崎市障害福祉施設事業協会生活介護分科会 
（社会福祉法人ともかわさき生活介護事業所ひらま管理者） 

高嶋 直美 

 

出席 

9 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 教授 行實 志都子 

 

出席 

10 日本相談支援専門員協会 事務局長 吉田 展章 

 

  出席 
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【事務局】 

所属 氏名 市
地
域
自
立
支
援
協
議
会 

（
企
画
運
営
会
議
） 

 

庁
内
関
係
部
署 

川崎区役所高齢・障害課 精神保健係 係長 原 和広 〇 〇 
幸区役所高齢・障害課 精神保健係 係長 鶴見 亜呂 〇 〇 
中原区役所高齢・障害課 障害者支援係 係長 髙橋 直樹 〇 〇 
中原区役所高齢・障害課 精神保健係 係長 家髙 克行 〇 〇 
高津区役所高齢・障害課 精神保健係 課長補佐 溝口 昌子 〇 〇 
宮前区役所高齢・障害課 精神保健係 係長 江口 健太郎 〇 〇 
多摩区役所高齢・障害課 精神保健係 係長 藤野 雅人 〇 〇 
麻生区役所高齢・障害課 障害者支援係 係長 河合 顕宏 〇 〇 
健康福祉局総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課 障害者支援 担当係長 橋本 貢河 〇 〇 
健康福祉局総合リハビリテーション推進センター北部地域支援室相談判定 担当係長 阪本 直子 〇 〇 
川崎市南部基幹相談支援センター 飯嶋 礼子 〇  
川崎市中部基幹相談支援センター 白石 大樹 〇  
川崎市北部基幹相談支援センター 平井 祐樹 〇  
健康福祉局障害保健福祉部 部長 丹野 睦  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 課長 山口 晴生  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課地域療育担当 担当課長 横山 季央  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 課長 鷲見 卓也  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 課長 泉 基広  〇 
健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 課長 山寺 啓一  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課 課長 祢宜 正太郎  〇 
健康福祉局総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課 課長 塚田 和広  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課計画推進担当 担当係長 石井 孝典  〇 
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課地域支援担当 担当係長 大西 祐輔  ○ 
健康福祉局地域包括ケア推進室 室長 菅野 智宏  ○ 
健康福祉局地域包括ケア推進室専門支援担当 担当課長 竹田 幹雄  ○ 
健康福祉局地域包括ケア推進室障害者相談支援担当 係長 新橋 さち子  〇 ○ 
健康福祉局地域包括ケア推進室障害者相談支援担当 職員 嶋田 真帆  〇 ○ 
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令和８年度第１回川崎市地域自立支援協議会全体会議
座席表

菅
野
室
長

竹
田
課
長

新
橋
係
長

南
部
基
幹

飯
嶋
職
員

北
部
基
幹

平
井
職
員

行實委員

山
寺
課
長

鷲
見
課
長

泉

課
長

山
口
課
長

嶋
田
職
員

（本庁舎203,204会議室）

祢
宜
課
長

スクリーン

石
井
係
長

川田委員 浦委員

吉田委員

江良委員

大石委員

加藤委員

中
部
基
幹

白
石
職
員

塚
田
課
長

大
西
係
長

橋
本
係
長

堀内委員

大窪委員

阪
本
係
長

原

係
長

高嶋委員
傍
聴
席

鶴
見
係
長

髙
橋
係
長

溝
口

課
長
補
佐

江
口
係
長

藤
野
係
長

河
合
係
長

事務局

横
山
課
長

丹
野
部
長

出
入
口
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国が示す自立支援協議会の位置付け

個別支援会議等で明らかになる
ひとりひとりのニーズを地域の課題としてとらえる

障害者総合支援法と自立支援協議会

法律の目的
障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し

安心して暮らすことのできる地域社会の実現

そのために障害福祉計画で

地域で暮らす基盤（サービスや仕組み）を計画的に整備する

地域自立支援協議会
地域（市町村）自身で地域づくりを考え進める

※厚生労働省資料を基に作成

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抜粋）
第八十八条
９ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第八十九条第七項において

「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合に
おいて、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は
共同して、障害者等への支援の体制の整備を
図るため、関係機関、関係団体並びに障害者
等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、
教育又は雇用に関連する職務に従事する者そ
の他の関係者（次項において「関係機関等」
という。）により構成される協議会を置くよ
うに努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡
を図ることにより、地域における障害者等へ
の適切な支援に関する情報及び支援体制に関
する課題についての情報を共有し、関係機関
等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実
情に応じた体制の整備について協議を行うも
のとする。

法律上の位置付け
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資料１－１



 

 
 

令和８年５月３１日  

 

 川崎市障害者施策審議会会長 

        様 

 

 川崎市地域自立支援協議会  

 会長 行實 志都子  

 

  

第６次かわさきノーマライゼーションプラン策定に向けた意見提出について 

 

川崎市地域自立支援協議会では、第５次かわさきノーマライゼーションプランの基本理念

である「障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域

社会の実現」を目指すために、障害のある方を含む地域の様々な関係者が集まり、相談支援

事業をはじめとする地域における障害者等への支援体制の整備を図るための協議を重ねてい

ます。 

今年度は、第６次かわさきノーマライゼーションプランの策定年度に当たることから、個

別の事例を通じて明らかになった地域の課題やその課題に対する各区協議会の活動、協議会

からの提案について、次のとおり取りまとめました。 

ついては、当該プランの改定にあたり参考としてくださるようお願いいたします。 
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資料１－２



１．移動支援・重度訪問介護サービスにおける課題
２．ライフステージごとの移行期における課題
３．障害に関する地域の理解における課題

目次
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・５５歳男性、自閉症、療育手帳Ａ２、障害支援区分４
・Ａさんは高校卒業後から、地域活動支援センターに通所している。
・長年ボランティアで送迎してくれていた通所先の職員が退職することと

なり、Aさんは送迎してもらうことができなくなってしまった。
・Ａさんの両親は高齢で、送迎することは難しい。
・送迎付きの通所先を探したが、どこも送迎車の空きがなく、断られてし

まった。
・移動支援（通学・通所支援）サービスを利用しようと思い、送迎してく

れる事業所を１件１件電話して探したが、ドライバーが不足しており、
特に通学・通所が重なる朝と夕方の時間帯は全く空きがないと、どこの
移動支援事業所からも言われてしまった。

・このままでは、Ａさんはどこにも通うことができなくなってしまう。

・５３歳女性、ALS（筋萎縮性側索硬化症）、身体障害者手帳１級、
障害支援区分６

・Bさんは両親との３人暮らしで、両親が協力しながらBさんのケアをおこ
なって生活している。

・短期入所等の障害福祉サービスを一部利用しており、計画相談も利用し
ている。

・これまでBさんのケアをメインでおこなっていた父が入院することにな
り、現在は母が１人でケアをおこなっているが、母は持病があり、単独
での長期のケアは難しい。

・重度訪問介護が対象となるため、相談支援専門員（計画相談）がBさん
の受け入れが可能な事業所を探そうとしたが、事業所の空き状況が分か
らず、１件１件事業所に連絡して空き状況を確認することになった。

・そもそも空いている事業所が少ないのに加え、空いている事業所があっ
てもＢさんの障害特性上受け入れてくれる事業所がなかなか見つからな
い。

・このままだと母が疲弊し、Ｂさんの生活もままならなくなってしまう。

１．移動支援・重度訪問介護サービスにおける課題

Aさんの場合 Bさんの場合
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移動支援サービスを提供してくれる事業所がな
く、通所することができない。

Bさんの特性に適する事業所が見つからない。

１．移動支援・重度訪問介護サービスにおける課題

 移動支援・重度訪問介護サービスに共通する地域課題
①サービス提供できる事業所や人材の不足
②利用者ごとの障害特性に対応できる事業所・人材を育成する仕組みが不十分
③事業所の受け入れ状況が把握でき、スムーズに利用できる仕組みが不十分

Bさんの地域の個別の問題Aさんの地域の個別の問題

抽出される地域の問題 抽出される地域の問題
移動支援サービスを提供できる事業所や人材が
不足している。

利用者に適した事業所を見つけるのが困難。
事業所の受け入れ状況が把握しづらい。
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 協議会としての取組
【高津区】
・移動支援及び行動援護サービスについて、複数の事業所にヒアリングした結果、「土日にニーズが集中する」
「支援者の高齢化」「報酬単価の低さ」「支援者への要望や要求レベルが高く、専門スキルを要する」等の話が
あり、第５次ノーマライゼーションプランに「移動支援」「行動援護」が入っていることからも、市全体として
検討が必要だと再確認した。区協議会としても、活用可能な地域資源や制度等の把握を継続して実施していくこ
ととした。

【麻生区】
・麻生区社協を区協議会へ招き、福祉有償運送や移送事業全般について説明を受けた。また令和７年第１回定例
会にて、地域で移送支援に関わってきた２つの事業所を講師として呼び、これまでの活動や移送についての課題
を説明してもらい、参加者で課題共有と意見交換を実施した。
・区内生活介護事業所（９事業所）に送迎に関するアンケート調査を行い、どこの事業所も送迎対応可能な人員
確保に苦慮している現状が明らかになった。区協議会への参加者と移送支援の課題について共有することができ、
改めて地域課題として取り組むべきことだと確認したため、令和８年に移送ワーキングを立ち上げた。

１．移動支援・重度訪問介護サービスにおける課題
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 現場の声
・利用者のニーズに対応可能な人員の確保に苦慮している
・事業所の空き状況が把握できる一覧があると便利
・利用者と事業所のマッチングの仕組みがあるとスムーズなサービス利用につながる
・地域ボランティア等、連携可能な社会資源を活用していくことができないか
・他都市の仕組みを川崎市に取り入れることはできないか

 協議会としての取組
【市企画運営会議での検討】
・重度訪問介護サービスについて、事業所を探す際は区役所職員や相談支援専門員が１件１件事業所に連絡し
て空き状況を確認していること、利用者の障害特性に対応可能かは連絡してみないと分からず、空いている事
業所があっても利用者のニーズに対応できずマッチングしないことが多いこと等、現状を確認した。課題解決
には事業所の特徴や空き状況を把握できる一覧や利用者と事業所のマッチングの仕組みが必要であり、また、
これらについては重度訪問介護サービスのみならず、移動支援サービス等その他のサービスにも該当すること
を確認した。

１．移動支援・重度訪問介護サービスにおける課題
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・１８歳男性、知的障害、療育手帳A1
・特別支援学校（高校）の3年生。
・母親と２人で暮らしており、母親はフルタイム（8:30~17:30）で

働いている。
・小学校の頃から長年放課後等デイサービスを利用し、学校→放デ

イ→自宅までの送迎も利用している。
・現在計画相談支援は利用していない。
・高校卒業後、児童のサービスから成人（者）のサービスに切り替

わると聞いているが、どのようなサービスがあるのか分からない。
・母親としては、自分が働いている間、これまで通りCさんを見守っ

てもらえるサービスがあるのか不安に思っている。

・６４歳女性、視覚障害、身体障害者手帳１級、障害支援区分５
・居宅介護サービス（家事援助、身体介護）、同行援護などの障害

福祉サービスを利用中。
・計画相談支援も利用している。
・Dさんは、６５歳になったら介護保険サービスに移行すると聞いて

おり、よく分からないままに介護認定を受けた。
・現在の相談員から「介護保険になったらヘルパーの事業所も相談

員も変わりますよ」と言われたため、引き継いでもらう先の相談
員はどんな人か聞いてみたところ、「私もあまり詳しくは知らな
くて」という答えが返ってきた。

・費用負担についても、障害福祉サービスは無料で利用できていた
が、介護保険サービスでは自己負担額が発生すると後から知った。

・今後関わってくれる人たちがどんな人たちか分からず、これまで
と同様に安心してサービスを利用できるのか、とても不安に感じ
ている。

２．ライフステージごとの移行期における課題

Cさんの場合 Dさんの場合
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成人期のサービスについて、十分に把握できて
いない。

相談員同士の連携がなく、知りたい情報が得ら
れない。

 ライフステージごとの移行期に共通する地域課題
①制度やサービス内容の周知不足
②移行期における情報連携の仕組みが未確立
③分野をまたいだ支援者同士の連携が不十分

Dさんの地域の個別の問題Cさんの地域の個別の問題

抽出される地域の問題 抽出される地域の問題
児童期から成人期へ移行する際、成人期のサー
ビス内容について周知が十分でない。

障害分野と高齢分野では支援者が異なり、６５
歳の移行期において支援者同士の連携が取れて
いない。

２．ライフステージごとの移行期における課題
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 協議会としての取組
【高津区】
・「高齢分野と障害分野の連携ワーキング」を設置し、分野を超えた相談支援事業所同士の連携を図った。障
害・高齢分野ともに関心の高い「高次脳機能障害」をテーマとして、事例を通してのミニ講座と連携等について
話し合うグループワークを実施した。高次脳機能障害の支援、移行期支援での制度の切り替え等について活発に
意見交換がなされた。意見交換の中では、障害福祉サービスと介護保険サービスの制度の違い（自己負担額の有
無等）により発生したトラブルについても話があった。障害・高齢ともに連携の必要性を感じていることを改め
て確認し、今後も何らかの形で高齢分野との連携を継続していくことを検討している。

【中原区】
・「学校de移行ワーキング」を設置し、教育分野と障害福祉分野の相互理解の促進を目的に、制度や支援方法、
社会資源について共有した。取組として、中原支援学校の教師とワーキングメンバーとで座談会を開催し、「川
崎市相談支援体制及び中原支援学校内の相談体制について」や「計画相談支援について」等の講義・グループ
ワークを実施した。「分かりやすかった」との反応が多く、今後も継続してもらいたいという声があった。ワー
キングとしては単年度での取組であるため、区として業務の範囲でどのように関わっていくことができるか検討
している。

２．ライフステージごとの移行期における課題
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 協議会としての取組
【多摩区・麻生区】
・合同で北部事業所連絡会を開催し、テーマとして「児童から成人の移行期について」を取り上げ、講義とグループ
ワークを実施した。相談先の周知と機関同士のつながりができるきっかけづくりとなった。今後は、中高生を対象とし
た放課後等デイサービス事業所、フリースクールを北部事業所連絡会に招き、意見交換の場を設定することを検討して
いる。
・合同で北部事業所連絡会を開催し、テーマとして「高齢期への移行について」を取り上げ、介護保険のミニ講座や川
崎市の障害の相談支援体制に関する講義とグループワークを実施した。参加者が特に高齢分野との連携について関心が
強いことを確認し、麻生区は令和８年に「生涯恒例（障害高齢）連携ワーキング」を立ち上げ、障害福祉サービスと介
護保険サービスの違いについて利用者に分かりやすく伝えられることを目的に、連携を進めていく。

２．ライフステージごとの移行期における課題

 現場の声
・支援者同士が早期から連携できる体制の強化が必要
・移行期対象者リストのような、個人情報や支援方針を早期の段階から共有できる仕組みがあるとよい
・現状サービス説明は区役所職員や障害者相談支援センター職員等、個人の裁量にゆだねられているため、

全市でサービスの周知方法を統一できるとよい
・障害福祉サービスとは異なり、介護保険サービスの利用には自己負担額が発生するため、本人や家族の

理解を得るのが難しい
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・４５歳男性、統合失調症、精神障害者保健福祉手帳２級
・Eさんは２年前から公営住宅に住んでいる。
・幻聴や妄想の症状はあるが、定期通院しており、適切に服薬
をおこなっている。
・同じ公営住宅の住人とは全く交流がない。Eさんとしては、
避けられているように感じている。
・隣接市に住んでいる兄がおり、定期的に様子を見に来てくれ
ている。Eさんは、何か困ったことがあれば兄に連絡すること
にしている。
・兄は、Eさんが兄以外に頼れる存在がいないことをとても不
安に思っている。
・Eさんの住む公営住宅の民生委員は、Eさんのことを気にか
けているが、どのようにEさんと関わったらよいか分からない。
統合失調症という疾病がよく分からず、少し恐怖心もある。

３．障害に関する地域の理解における課題

Eさんの場合

・２５歳女性、中度知的障害、療育手帳B１
・Fさんは両親、兄弟と現在まで同居中。
・特別支援学校卒業後は地域の就労継続B型事業所に通所し、
休日は家族と出かけたり、事業所のイベントに参加したりして
いる。
・じっとしていることが苦手でたまに大きな声を発することが
あるが、周りの声掛けがあれば場面に応じた振る舞いもできる。
・家族はFさんのことを大切に思っており、Fさんの明るい人柄
から家族の中ではムードメーカーの役割を果たしている。
・先日家族でスーパーに出かけた際に、他の障害をお持ちの方
がヘルパーと外出している姿を見かけたが、他の買物客はその
方を避けているように見えた。
・家族に障害を持っている方がいれば日常のことでも、遠く感
じてしまう方もいるのだとその時感じた。

Fさんの場合
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周囲の住民に障害のことを正しく理解されず、地域の
中で孤立しており、兄以外に頼ることのできる存在が
いない。

３．障害に関する地域の理解における課題

Eさんの地域の個別の問題

抽出される地域の問題
障害のある方やその生活について、正しく地域に伝わっておらず、誤解や偏見、差別に繋がっている。

Fさんは家族の理解もあり地域の中で楽しみを持って
生活しているが、住んでいる地域に目を向けると、障
害に関する理解がどれほど進んでいるのか疑問に感じ
た。

Fさんの地域の個別の問題

 障害に関する地域の理解における地域課題
①市民が障害や疾患について正しい知識と理解を得られる機会の不足
②市民が地域で暮らす障害をお持ちの方の日常生活を知る機会の不足
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 協議会としての取組
【川崎区】
・「地域で暮らす区民がお互いを知るワーキング」を設置し、当事者の作品（ポスター）作成に向けて、準備を
進めた。令和８年は完成した作品を障害者週間を中心に多くの区民に触れる場所に掲示を行う等の啓発活動を進
める。

【宮前区】
・「民生委員・児童委員ワーキング」を設置し、有馬第二団地ネットワーク会議の中での取組として「障害のこ
とを知る聞く話す会」を開催し、事例を交えながら、障害に関する基礎的な知識、主に精神障害について団地の
住民に向けて発信した。また、ミニグループワークも実施し、地域住民が抱える悩みについても共有し、対応方
法等について相談支援従事者（事務局側）に質問する時間を設けた。住民からは、「参加してよかった」「知っ
ているつもりでいたが知らないこともあり再度勉強しようと思った」 「第2回も開催してほしい」等の声が聞か
れ、第２回の開催につながった。今後有馬第二団地での取組をモデルケースとして横展開していきたいと考えて
いる。

３．障害に関する地域の理解における課題

 現場の声
・宮前区のような地域住民への周知活動が全市的な仕組みにできるとよい
・地域を支える民生委員や地域包括支援センター等とのさらなる連携が必要
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・区で定例会を実施したところ、「これまで協議会について知らなかった」「今日初めて参加した」という参加者が
多数だった。

・地域包括ケア推進室宛てに、当事者及び障害福祉サービス事業所から「協議会とは何を行う会か」という問い合わ
せがあった。

・区のホームページに定例会の開催について掲載したが、当事者の申込みはなかった。

【補足】地域自立支援協議会の運営における課題
現状

 地域自立支援協議会を効果的に運営するための取組み
・区協議会ホームページ及び地ケアポータルサイト「障害情報ひろば」の活用促進
・障害福祉情報サービスかながわのメール配信での周知
・障害福祉サービス事業所への直接訪問での周知活動
・当事者が参加しやすい環境の整備、直接参加できない当事者の代弁機能の充足

地域自立支援協議会の運営における課題
①協議会活動の地域への周知不足
②協議会への当事者参加に関する取組が不十分
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【補足】地域自立支援協議会の運営における課題

中長期目標：「みえる・つながる・つたわる」協議会
 みえる

活動内容を専門用語等を使わず、分かりやすく整理して発信する
協議会活動を伝える場（機会）づくり

 つながる
当事者・家族・地域とのつながり
支援者同士のつながり
他分野（高齢分野等）とのつながり
各区協議会同士、市協議会とのつながり

 つたわる
地域の声が協議会に届く
協議会活動が地域に届く
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障害者相談支援体制に関する
検討・経過報告

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

令和８年度第１回川崎市地域自立支援協議会全体会議 資料
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現状と各相談支援機関の役割・機能

障害者相談支援体制についての在り方の検討【障害者相談支援センターの見直し／持続可能な相談支援体制の確保】

川崎市における重層的な相談支援体制
川崎市では相談支援体制を３次体制に再編し、１次相談ではニーズのある全ての方を対象として、２次相談ではさらに専門的な支援が必要な方を対象として１次相談機関をバックアップする体制として

います。その上で、３次相談では高度な調整が必要な方を対象として多職種チームによる専門的な評価・判定・調整によって２次相談機関をバックアップしいています。

これまでの経緯・取組と課題

事業
種別

役割設置個所数・従事者数
＊R7.4.1時点

直
営

専門的な支援・評価・判定
機関支援・機関調整
地域支援

地域リハビリテーションセンター
３か所、40名
（係長含む、３地域支援室相談判定）

３
次

直
営

委
託

総合相談
各種制度手続き
（手帳交付、支給決定等）

総合相談窓口
アウトリーチ、後方支援
地域ネットワークづくり

区役所
７か所、120名
（係長含む、障害者支援・精神保健）

障害者相談支援センター
基幹：３か所、15名（定数17）
地域：２３か所、73名（定数69）

２
次

指
定

福祉サービス利用者支援指定特定相談支援事業所
７１か所 （相談支援ｃ除く）＊R6.1.1時点

１
次

課題経過・取組

〇支援課題の複雑化・重複化に
より個別支援が多くなり、機
関支援や地域支援が低下

〇市全体の課題把握や支援体制
づくり等の取組に注力するこ
とが困難

地域リハビリテーションの推進
H20：北部リハ開設
H28 ：中部リハ開設
R3：南部リハ、総合リハ開設

３
次

〇障害者数・サービス利用者数
増による業務多忙

〇事務を優先せざるを得ず、相
談対応が困難

〇セルフプラン作成支援による
業務多忙

〇人員確保困難等による受託法
人撤退

H28：地域みまもり支援センター設置
R1：精神保健係設置（係長１増）
R6：支所再編（川崎区２係体制）

障害者相談支援センター
H25：生活支援センターから再編
（相談員増、施設から独立、市独自研修等）
R3：地域型・基幹型の再編
（地区担当制導入、基幹3か所体制等）

２
次

〇事業所数の不足
〇計画相談作成率が低い

計画相談率：３６%＊R5.3末時点
（政令市平均：７１％）

H27：計画相談の作成義務化
R3：市独自の指定特定相談支援事
業所支援等の実施（報酬上乗せ、
加配補助等）

１
次

【参考】障害者数・サービス利用者数の推移

〇身体障害者の約３分の２が65歳以上の高齢者。知的障
害者や精神障害者についても、65歳以上の高齢者の数が
増加傾向
〇障害者も自身が高齢となる場合や、加齢に伴い要介護
状態となって障害者手帳を取得する場合など、高齢障害
者が増加

※障害者相談支援センター︓基幹相談支援センター及び委託の相談支援センターの総称。障害者相談支援
センターと地域相談支援センターは本市独自の名称。

相談ニーズの増加や国の制度変更（計画相談が全サービスに必須）に、サービス・事業者
の確保が追い付いておらず、事務量の増加等によって、１次、２次相談の対応体制に過重な
負荷がかかっている。また、行政においては事務優先で相談支援に注力できないことで相談
支援業務の重要性に対する意識も低下し、相談支援スキルが蓄積されていない。

障害者相談支援センターの体制
川崎市認定

相談支援リーダー
医療系
相談員

相談支援
専門員

※中部基幹は各資格ごと
プラス１名配置

相談支援
専門員

事務職員
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今後の取組と方向性

【参考】障害者相談支援センター在り方検討会の委員意見（一部抜粋）

障害者相談支援体制の見直しに向けたスケジュール

障害者相談支援体制についての在り方の検討【障害者相談支援センターの見直し／持続可能な相談支援体制の確保】

具体的な取組【R6以降】今後の方向性

・【R6】地域づくり検討会の実施
・【R6 - 】総合リハ現任研修の実施
・【R7-】総合リハの現状と課題その解決に

向けた方向性を検討

【地域リハビリテーションセンター】
○役割・位置づけ・機能の再確認
○取組・業務の整理

３
次
相
談

【R7】
・障害福祉課に事業調整担当の時限配置
・区役所業務の実態把握・課題分析
・業務改善によるリソースの最適化に向けた検討

・【R6】委託仕様書の変更
（欠員により生じる返還額を減額）

・【R7】在り方検討会の設置

【区役所】
○業務改善の検討
○職員の人材育成や

相談支援ノウハウの蓄積

【障害者相談支援センター】
○施設併設・職員兼務の検討
○運営主体の検討 他

２
次
相
談

【R7】
・事業所の新規参入策（補助金見直し等）の検討
・計画相談の紹介・連携プロセスの検討
・事業所報酬を向上させる取組の検討

（効果的な後方支援の検討）

【指定特定相談支援事業所】
〇計画相談の拡充
〇経営安定化に向けた環境整備

１
次
相
談

R9R8R7
「障害者相談支援センター在り方検討会」と並行して「庁内検討会」を実施し、障害者相談支援センターの見直しと相談支援体制全体の最適化について検討する。これまでの取組と課題を踏まえ、多種多様なニーズや関係機関からの意見等を聞き、相談

支援体制の検証・評価を重ねつつ、相談支援体制の再構築に取り組み、支援が必要なすべて
の方に対し効果的に相談支援を行える体制を確保します。

誰もが可能な限り、住み慣れた場所や自らの望む場所で安心して暮し続けることのできる
地域を作っていくためには、専門職を効率的に配置し、個別性や機動性を確保しつつ、高度
な相談にも包括的に応じることができる相談支援体制を整備することが必要です。

●障害者相談支援センター在り方検討会
障害者相談支援センター再編の評価・検証も踏まえ、現行の民間法人による運営体制を可能な限り維持
するための方策について検討する

●庁内検討会
行政も含めた相談支援体制を確保・最適化するために必要な施策・取組・体制等について検討する

「障害者相談支援センター在り方検討会」の実施

第１回
6/18

その他 関係会議における検討

「庁内検討会」の実施

＊空白エリアが生じる場合の緊急対応の策定
障害者相談支援センター

支援・強化の取組

障害者相談支援体制の見直し・最適化

関係課と連携
一体的な取組

相談支援全体の
再構築

第２回

第１回 第２回

第３回

Q障害者相談支援センターは、どのようなことに取り組むべきと思われて
いますか。（目指すべき姿、実施すべき業務、対応すべきニーズなど）
Ａ○総合的な相談窓口とアウトリーチ

・支援につながっていない障害者への支援、早期発見・早期対応
・支援希求のない方、複合的な支援課題のある方や被虐待者等の個別支援
・インフォーマルなサービスの掘り起こし
○ネットワークづくり
・地域の相談支援体制の構築
・相談につながるような、チーム支援ができるような関係づくり
○協議会運営と地域づくり（地域マネジメント）
・地域のアセスメント、協議会の活動や個別ケースを通じた地域づくり
・障害についての普及啓発や啓蒙活動
○後方支援
・指定特定相談支援事業所等の後方支援
・相談支援専門員の人材育成

Q障害者相談支援センターが取り組めていないことがあるとすれば、どの
ようなことですか。また、それにはどのような理由が考えられますか。
Ａ○地域づくりやネットワークづくりに取り組みづらい

・個別支援に時間が割かれる（相談ニーズ増、セルフプラン率↑高）
・個別支援を通じた地域課題の整理抽出や解決するための知識スキル不足
・行政においても上記同様（整理された課題等が市の業務に活かされていない）
○センター機能維持のための社会資源不足
・指定特定相談支援など支援をつなげる先が不足
○センターの機能に対する理解が統一されていない

Q障害者相談支援センターの運営を改善するために、どのような対策が有
効と考えますか。
Ａ○職員の質の向上

・計画相談を行わないことでの個別支援における知識や経験の確保
・センター同士で育成や支援が行える体制づくり（関係性やシステム等）

・他都市の相談員との交流や意見交換
○働きやすい環境づくり
・相談できる上司や同僚が近くにいること（施設併設のメリット）
・職員の負担軽減や安全配慮
○センターの魅力発信とブランド力向上
・相談支援専門員の魅力発信の場
・法人内におけるセンターの地位や優先順位の向上
・各法人や各センターの強みを活かした運用や取組
○現状把握と課題分析
・受託を取りやめた法人等へのヒアリング
・シンクタンクを活用した調査研究

Q障害者相談支援センターを、3障害一元化と地区担当制として4年間が経
過しましたが、どのように評価されていますか。
Ａ○相談窓口の明確化
・利用者の立場からすると分かりやすい構造、相談へのアクセスが向上
・必ずしも障害者手帳がなくても相談できるようになった

○役割の明確化
・区役所とセンターの役割の違いが不明確

○相談員の知識・技術習得の困難さ
・３障害に対応するための知識と技術が必要（求められる専門知識の幅が大きい）
・各法人や各センターが積み上げてきた強みが活かしきれないことによる質の低下

「障害者相談支援センター在り方検討会」

「庁内検討会」

委託仕様・委託料の
見直し調整
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指定特定相談支援
事業所 区役所 障害者相談支援

センター
地域リハビリテーション

センター

〇事業所数の不足
〇計画相談作成率が低い
【計画相談率：３６%＊R5.3末
時点】（政令市平均：７１％）

〇障害者数・サービス利用者数
増による業務多忙

〇事務を優先せざるを得ず、
相談対応が困難

〇セルフプラン作成支援による
業務多忙

〇人員確保困難等による
受託法人撤退

〇支援課題の複雑化・重複化
により個別支援が多くなり、
機関支援や地域支援が低下

〇市全体の課題把握や
支援体制づくり等の取組に
注力することが困難

・セルフプランから計画
相談への移行強化
（マッチング事業の試行実施）

・相談体制の強化
（サービス利用以外の相談）
（複雑な支援課題への対応）

・相談体制の強化と
運営の安定化

（センター強化の取組、契約・仕様
の見直し）

・市全体の支援機能強化
（人材育成、ネットワーク形成、
後方支援、専門的・高度な相
談）

計画相談件数の向上 区の相談体制強化 運営体制強化 機能強化・地域力向上

川崎市における障害者相談支援体制における課題と最適化に向けた対応策

・指定特定相談支援事業
所の拡充
（補助金等の最適化）

・相談機能の整理
（サービスの利用調整の相談は指定特定にシフト）

・相談機能の整理
（直接支援は可能な限り区役
所やセンターにシフト）
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川崎市における障害者相談支援体制の充実

5

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して生活できる地域に向けて、

障害者の相談支援における担い手不足、センター運営の安定化など様々な課題に対応していくことで

障害者の相談支援体制の充実に取り組みます。

行政との協働が進み
地域福祉の基盤づくりに
つながる（貢献できる）

身近に相談できるところがあって安心

地域ネットワークと多様な主体
による取り組みにより
地域共生社会の実現

どこに相談しても
しっかり話を聞いてもらえる

地域と顔の見える関係づくり
により相談が増えた

障害のことを知ってもらえて
生活しやすい・住みやすい

相談支援従事者の
ネットワークにより支援が円滑

川崎市で働いていて
良かった

把握した地域ニーズから
課題解決に向けた取組が

実践できている
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【参考】市町村協議会の主な機能と川崎市における協議会の体制

6

市町村（自立支援）協議会の主な機能は、障害者総合支援法一部改正
法における（自立支援）協議会に係る事項の改正趣旨を踏まえ、令和
６年４月１日に施行にあわせて改正され、主な機能として７つの項目
に整理されています（図Ⅱ－１）。
各機能は、市町村（自立支援）協議会の効果的な運営と地域の相談支
援体制の強化等による土台の上で、相互に関連しながら、総合的にそ
の機能を発揮することになります。

引用︓（自立支援）協議会の設置・運営ガイドライン（改定版）令和７年５月厚生労働省

川崎市地域自立支援協議会の体制
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【参考】川崎市総合計画（抜粋）

7

川崎市 : 川崎市総合計画 第4期実施計画
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000185344.html
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【参考】川崎市総合計画（抜粋）

8

川崎市 : 川崎市総合計画 第4期実施計画
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000185344.html
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